
平成２７年度第２回さいたま市総合教育会議

次   第

日時 平成２７年７月２３日（木）

午前９時３０分から

場所 さいたま市役所２階特別会議室

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 議 題

 さいたま市教育大綱（案）について

 平成２８年度教育施策及び予算の方向性について 

４ その他

５ 閉 会
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教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

さいたま市教育大綱（案）

平成２７年●月

さいたま市

資料１
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１ 策定の趣旨 

平成２６年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴い、「地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基

本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」

（第１条の３第１項）とされました。 

これを受け、本市は、さいたま市総合教育会議における協議を経て、

「さいたま市教育大綱」（以下、「大綱」という。）を定めることとし

ました。

２ 大綱と総合振興計画等との関係 

  この大綱は、市政運営の最も基本となる計画である総合振興計画の

教育・文化・スポーツの分野における施策展開の方向を示す「一人ひ

とりが生き生きと輝く個性を育む」を受けています。 

  また、この大綱は、教育行政を総合的・計画的に推進するために策

定された「さいたま市教育総合ビジョン」と整合が図られたものとな

っています。 
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３ 大綱の期間 

この大綱が対象とする期間は、当大綱が総合振興計画の体系を基本と

しており、その総合振興計画全体の計画期間が平成32年度（2020年度）

をもって満了することから、その終了年度に合わせることとします。 

（平成27年度から平成32年度まで） 

平成（年度）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

４ 基本方針 

「一人ひとりが生き生きと輝く個性を育み、日本一の教育

都市を実現する」 

① 家庭､学校と地域社会が連携を深めながら、開かれた学校づくりを進め、

一人ひとりの個性の尊重を基本として、豊かな人間性と健全な社会性を身

につけた次世代を担う子どもを育てていきます。また、地域社会とのふれ

あいを深め、郷土を愛する青少年を育てていきます。 

② 市民のだれもが生涯を通じ、それぞれの関心に応じて学びながら成長でき

るよう、生涯学習の環境整備を進めます。 

③ 市民のだれもが年齢や体力に応じてスポーツに親しみ、家庭や地域で気軽

にレクリエーションを楽しめるよう､「一市民一スポーツ」を推進します｡

④ 地域固有の資源の再発見、世界の文化とのふれあいのなかで、生活をより

豊かにするさいたま文化の創造を目指します。 

基本計画（満了） 

基本構想（H14.12議決） 

教育総合ビジョン ※H26.3一部改訂 

大綱 

総
合
振
興
計
画

後期基本計画（H25.12議決） 
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５ 目指す方向性 

希望をはぐくむ教育の推進と青少年の健全育成

＜施策展開＞ 

① きめ細かで質の高い教育の推進

ア 基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等の育成を重視するとと

もに、教育内容・方法の充実を図り、確かな学力の一層の向上に努めます。 

イ 健康の保持増進や体力の向上、そして豊かな人間関係をはぐくむ教育を推進します。 

ウ いじめ、不登校、問題行動等の解消を積極的に推進するとともに、障害のある児童生徒

や帰国・外国人児童生徒など、教育的支援が必要な児童生徒に対するきめ細かな支援や学

習環境の充実に取り組みます。 

エ 一人ひとりの個性を伸ばす特色ある高等学校づくりを進め、高い志を持ち世界で活躍す

る人材の育成（グローバル人材の育成等）に取り組みます。 

オ 優れた資質能力を備えた魅力ある教員の確保・育成を図るための環境の整備、研修の充

実等に取り組みます。 

② 家庭、地域との連携による教育の推進 

ア 学校や教育に関する情報提供の充実を図り、学校・家庭・地域・行政が連携・協力しな

がら、地域とともにある学校づくり、学校安全体制の整備、児童生徒の自主的な学習のサ

ポートなどの取組を推進します。 

③ 安全・安心で豊かな教育環境づくり 

ア 学校施設の老朽化対策、バリアフリーや環境への配慮、防災機能の強化等に取り組むと

ともに、防災教育の充実や安全な学校給食の提供など、児童生徒の安全・安心の確保を図

ります。 

イ 学校規模の適正化や児童生徒が快適に学校生活を送ることができる教育環境の整備に取

り組みます。 

④ 未来を担う青少年の社会参加の促進と健全育成 

ア 子どもの成長に関する相談機会の充実、青少年の居場所となる社会参加・学習・スポー

ツ活動の機会や場の充実、青少年育成に関わる人材の養成や活動の活性化など、青少年の

健全育成に取り組みます。 

学校・家庭・地域・行政が連携・協力して、厳しい時代背景にあっても、ゆめをも

ち、希望をはぐくむ教育と、青少年の健全育成を推進します。 
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生涯を通じた学びの充実とその成果の活用

＜施策展開＞ 

①  学習環境の充実 

ア 図書館、公民館、コミュニティ施設、博物館など身近な生涯学習関連施設における老朽

化対策、バリアフリーや環境への配慮等に取り組み、利用者の安全・安心の確保を図ると

ともに、学校や他の公共施設等との連携を進め、地域における多様な学習活動の場を拡充

します。 

イ 生涯学習に関する積極的な情報発信や相談の充実、社会教育に関わる人材の育成・確保

などにより、市民が主体的に学習しやすい環境の充実を図ります。 

②  講座内容、プログラムの充実 

ア 多様化、高度化する市民一人ひとりの学習ニーズに対応するため、様々な学習資料を収

集、提供するともに、図書館、公民館等におけるプログラムの精選・充実、市民、関係団

体、事業者等との連携などにより、特色ある質の高いプログラムや学習機会の提供等に取

り組みます。 

③  学習成果の活用 

ア ボランティア活動や地域活動をはじめ、様々な場において、身に付けた知識や技能の活

用を促進するとともに、学びを通じた仲間づくりや交流につなげていくための意識啓発や

仕組みづくりに取り組みます。

一人ひとりのニーズに応じた様々な学習機会を提供し、幅広い年齢層を対象と

した、誰もが生涯にわたって学び、その成果を地域社会に適切に生かすことのでき

る仕組みづくりを推進します。
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 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現

4 ＜施策展開＞ 

①  生涯スポーツの振興 

ア 市民の誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、生涯にわたって継続

的にスポーツに親しむことのできるよう、スポーツイベントや各種教室の開催、指導者の

育成、情報発信の充実などに、関係団体等と連携して取り組みます。 

②  スポーツ・レクリエーション環境の充実 

ア 多目的広場の整備、学校の体育施設の開放等を推進することにより、多くの市民がいつ

でも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーションに親しむことのできる場や機会

を提供するとともに、スポーツを通じた地域コミュニティの形成や醸成を図ります。 

イ スポーツ施設等について、より効率的かつ効果的で、誰もが利用しやすくなるよう運営

や設備等の改善を図ります。 

③  スポーツを活用した総合的なまちづくり 

ア 「する」「みる」「ささえる」「まなぶ」というスポーツ活動と、まちづくりの広範な

分野において、市民、関係団体、事業者、行政など各主体が連携し、スポーツを活用した

総合的なまちづくりを推進します。 

イ サッカーを核として、様々なスポーツを活用したまちづくりを推進するとともに、市内

外へ「スポーツのまち さいたま」の発信に取り組みます。 

ウ スポーツコミッションとの連携により、地域経済活性化に寄与する国際スポーツ大会や

大規模大会の招致（さいたまクリテリウム by ツールドフランス、オリンピック・パラリ

ンピック等）、青少年の健全育成に資する市民参加型のスポーツイベント等の開催を推進

します。 

「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに関わることができる機会

を増やすとともに、まちづくりの広範な分野において、市民、関係団体、事業者、行

政など各主体が連携を強化することにより、生涯スポーツの振興及びスポーツを

活用した総合的なまちづくりを推進します。 
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 生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造

5 ＜施策展開＞ 

①  文化財等の保存・継承 

ア 地域に伝わる伝統行事や郷土芸能、史跡や埋蔵文化財、古文書、城下町や宿場町等の面

影を残す環境や古民家など生活や産業に関わる歴史的な資産を文化財に指定するなど、そ

の保存・継承とともに、市の変遷を示す資料などの収集・整理・記録に取り組みます。 

②  文化芸術活動の促進 

ア 関係団体等との連携を図りながら、多様な文化芸術を鑑賞する機会や文化芸術活動に

参加する機会（さいたまトリエンナーレ等）の充実に取り組むとともに、文化芸術活動

を行う者及びこれに関わる人材の育成や交流機会の提供をはじめ文化芸術活動を促進す

るための支援、文化芸術に関する教育の充実などに取り組みます。 

イ 多くの人が興味や関心を持つような、親しみやすく新しい魅力を持った文化芸術活動

の展開に取り組みます。 

③  文化芸術活動の環境の充実 

ア 文化芸術活動の場となる施設の機能を充実したり、文化芸術に関する情報を収集し、

分かりやすく発信するなど、子どもから高齢者まで広く文化芸術に親しみ、多様な文化

芸術活動を促進するための環境の充実に取り組みます。 

④  歴史文化資源や文化芸術を活用したまちづくり 

ア 盆栽、漫画、人形、鉄道文化など本市にある多様な歴史と文化芸術を基盤に、新たな

魅力の創造と市内外への積極的な発信（世界盆栽大会等）に取り組みます。 

イ 学校教育や生涯学習、観光、経済をはじめ幅広い分野との連携を進め、子どもの感性

の向上、生活の充実、国内外との交流、地域経済の活性化を図るなど、歴史文化資源や

文化芸術を活用したまちづくりを推進します。 

多様な歴史文化資源や文化芸術を活用した総合的なまちづくりを推進し、さいた

ま市らしさにあふれた「さいたま文化」の創造・継承と発信を目指します。 
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（参考：教育文化都市の実現に向けて） 

大綱の基本方針である「一人ひとりが生き生きと輝く個性を育み、日本

一の教育都市を実現する」とともに、さいたま市には、地理的な優位性の他

に「教育」、「スポーツ」等の良さや強みがあり、これらを更に発展させ、教

育文化都市の実現を目指します。 

＜施策例＞ 

①  子育て楽しいさいたま市の推進

さいたま市は、交通利便性や教育の充実などから「子育てしやすいまち」と言われ

ております。ワーク・ライフ・バランスを重視する社会環境の変化に先んじる意味に

おいても、これからは「子育てするならさいたま市」を一歩進めて、「子育て楽しい

さいたま市」を目指します。 

②  未来を担う子どもの社会参画意識の醸成

遊びを通じて自立心や自己肯定感をはぐくむ機会を提供することで、次代を担う子

どもの参画意識の醸成を図ります。また、一般的に地域社会への関心が薄いとされる

若者世代等を中心に、広く地域住民等の自主的活動への関心や参加の向上を図ります。 

③ 放課後児童クラブの待機児童の解消

民設放課後児童クラブの新設や規模の拡大を促進するとともに、人材確保の支援策

の検討を進め、待機児童の解消を目指します。 

④  日本一の読書のまちの推進

「知・徳・体・コミュニケーション」の４つの力をしっかり身に付け、どんな環境

にあっても、夢や目標に向かって、自ら、道を切り拓くことができる子どもたちを育

んでいくまちを目指す取組の一つとして、日本一の読書のまちを目指します。 

⑤  日本一笑顔あふれる給食、日本一安全でおいしい給食の実現 

健全な食生活を実践し、さらに、学校における食育を充実させるため自校方式の給

食を通じ、「日本一笑顔あふれる給食、日本一安全でおいしい給食」を実現します。 

⑥  グローバル人材の育成 

コミュニケーション能力を強化し、グローバル人材の育成するために、英語教育を

推進します。 



特別支援学級の概要 

特別支援学級は、障害が比較的軽い児童生徒のために小・中学校に障害の種別ご

とに置かれる少人数の学級で、「知的障害」「自閉症・情緒障害」「弱視」等の学級

がある。 

特長

＜少人数の指導＞ 

 １学級が８名以内で編制され、少人数の集団で児童生徒一人ひとりの実態に応じ 

た指導が行われる。 

＜個に応じた指導＞ 

各教科の学習の到達度、社会生活における課題などは、子ども一人ひとり様々な 

実態があるため、 

①個に応じて指導の目標や内容、方法を工夫し、一人ひとりの障害の種類や状態、

特性、発達段階に応じた指導を行っている。 

②社会参加や自立を目指すための学習を行っている。 

知的障害特別支援学級 

【 対象となる児童生徒 】 

知的発達の遅れがあり他人との意思疎通が難しく、日常生活を営むのに一部支援

が必要で、社会生活への適応を促す必要がある児童生徒が対象。 

自閉症・情緒障害特別支援学級 

【 対象となる児童生徒 】 

自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が苦手で

ある児童生徒や、主として心理的な要因による選択性かん黙等があり、社会生活へ

の適応が難しい児童生徒が対象。 

弱視特別支援学級 

【 対象となる児童生徒 】 

視覚に障害があるため、視覚による認識が困難な児童生徒が対象。

資料２－１



平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

知的 ４４５人 ４９６人 ５３０人

自閉・情緒 ３４２人 ３６２人 ４０９人

弱視 ３人 ２人 ３人

病弱 1人

合計 ７９１人 ８６０人 ９４２人

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成28年度 平成29年度

設置校数 61校 75校 95校

設置率 38.1% 46.9% 59.4%
計画 40%程度 53%程度 65%程度 78%程度

（指導２課調査　４／６現在）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

教員数 191人 223人 252人

免許保有率 58.1% 62.8% 57.9%

特別支援学級設置校数と設置率

　特別支援学級児童生徒数

特別支援学級担当教員数と免許保有率

さいたま市における特別支援学級の状況

資料２－２



2020年東京              競技大会    

東京オリンピック・パラリンピック競技大会について

○2020年東京              競技大会
・第32回オリンピック競技大会 開催期間 平成３２年7月24日（金） 8月9日（日） 28競技
・東京2020パラリンピック競技大会 開催期間 平成３２年8月25日（火） 9月6日（日） 22競技
○本市では、２つのオリンピック競技、バスケットボール（さいたまスーパーアリーナ）、サッカー（埼玉スタジアム２００２）が開催される。競技日程は未定。
○サッカー会場は、当初の６会場のほか、追加検討中（7月のIOC理事会 報告）         会場  現時点                  
○パラリンピック競技会場については未定。

市内のオリンピック競技会場について

さいたま
スーパーアリーナ
バスケット競技会場

埼玉スタジアム
２００２

サッカー予選会場

写真提供：（公社）さいたま観光国際協会

１９６４年東京大会    

○大宮蹴球場（現：NACK5 スタジアム）にて、サッカー
競技の予選が実施された。
県内では、
 戸田漕艇場（   競技）
 陸上自衛隊朝霞駐屯地

（ライフル射撃・近代五種ピストル競技）
 朝霞根津   ：朝霞射撃場隣接（近代五種馬術）
・所沢クレー射撃場（クレー射撃）の競技が実施された。

○聖火ランナーは、旧中山道を通り、市内を10月６日 
７日にかけ、リレーされた。

○招致委員会がIOCに提出  立候補      観客席  
「埼玉スタジアム２００２」が64,000席。バスケットボールの観客席は、18,000席。
○立候補                競技日程  7月25日 8月9日までの
１６日間。サッカーは他会場も含め、7月22日 8月9日。

写真提供：アーカイブズセンター

【大宮蹴球場（ﾌﾞﾗｼﾞﾙVSﾁｪｺ）】 【聖火ランナー】
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2020年 向                 関連     市        スケジュールについて

オリンピック・パラリンピック さいたま市

２０１５年
（平成２７年）

リオデジャネイロ大会 テストイベント

〇２０１５ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
平成27年10月24日（土）

○さいたま国際マラソン
平成27年11月15日（日）

２０１６年
（平成２８年）

        大会（８ ９月）
○さいたまトリエンナーレ
平成28年9月24日（土）～ 12月11日

２０１７年
（平成２９年）

○世界盆栽大会
平成29年4月27日（木）～30日（日）

２０１８年
（平成３０年）

平昌（冬季）大会（２ ３月）

２０１９年
（平成３１年）

東京大会 テストイベント ○さいたまトリエンナーレⅡ

２０２０年
（平成３２年）

東京大会 （ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 7/24 8/9）
（ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 8/25 9/6）

〇バスケットボール（オリンピック競技）
会場：さいたまスーパーアリーナ
〇サッカー（オリンピック競技）
会場：埼玉スタジアム２００２

※競技日程は未定
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